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１ 深谷市国民健康保険税の改正について 

  

令和２年１２月に県が策定した「埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）」を踏ま

え、令和９年度に予定されている県内保険税水準の統一に向け、急激な負担増に配

慮しながら、計画的に保険税率等を見直していきます。 

令和５年度の保険税率等（案）については、次のとおりです。 

 

【保険税率等の改正（案）】 

区分 標準  現行① 改正後② 差（②－①） 

医
療 

所得割 ６．７３％  ６．３％ ６．４％ ０．１％ 

資産割 廃止  ３５．０％ ２７．０％ ▲８．０％ 

均等割 ４１，０５６円  １２，０００円 １９，０００円 ７，０００円 

平等割 廃止  １７，０００円 １３，０００円 ▲４，０００円 

支
援 

所得割 ２．４％  ２．７％ ２．６％ ▲０．１％ 

均等割 １４，１７５円  ９，０００円 １０，３００円 １，３００円 

介
護 

所得割 ２．６％  １．２％ １．６％ ０．４％ 

均等割 １８，８８６円  ９，０００円 １１，５００円 ２，５００円 

合
計 

所得割 １１．７３％  １０．２％ １０．６％ ０．４％ 

資産割 廃止  ３５．０％ ２７．０％ ▲８．０％ 

均等割 ７４，１１７円  ３０，０００円 ４０，８００円 １０，８００円 

平等割 廃止  １７，０００円 １３，０００円 ▲４，０００円 

 

参考【応能応益割合】 

区分 標準  現行① 改正後② 差（②－①） 

応能割 ５３．０％  ７１．０％ ６５．４％ △５．６％ 

応益割 ４７．０％  ２９．０％ ３４．６％ ５．６％ 

 

 参考【保険税率等の改正に伴う影響】 

  

 

 

 

 

 

 

区分 影響 

調  定  額 約１億１，７００万円の増 

増額となる世帯 
約１万７，０００世帯 

約８０％の世帯 
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２ 深谷市国民健康保険税の課税限度額の改正について 

  

課税限度額を令和４年度税制改正で改正された法定限度額とします。今回、税制

改正から１年遅れとなりますが、「埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）」や税制

改正の趣旨に則り「課税限度額の改正」を行うものです。 

  

【課税限度額の改正】 

区分 現行① 改正後② 差（②－①） 

医 療 給 付 費 分 ６３万円 ６５万円 ２万円 

後期高齢者支援金等分 １９万円 ２０万円 １万円 

介 護 納 付 金 分 １７万円 １７万円 ‐ 

合  計 ９９万円 １０２万円 ３万円 

 

参考【課税限度額の改正に伴う影響】 

 

 

 

 

 

 

区分 影響 

調 定 額 約９１３万円の増 

適 用 世 帯 
医療：２６５世帯（△１５世帯） 

支援：３５４世帯（△４１世帯） 


